
 

町田市住みよい街づくり条例 

町田市住みよい街づくり条例（平成１５年１２月町田市条例第４９号）の全部を改

正する。 
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 前文 

今日、我が国の社会状況が大きく変化するなかで、人々の価値観や生活様式もより

一層多様化している。情報通信技術の進化や働き方改革、学び方の変化等により、人々

の時間の使い方が変わるとともに、これまで市外に働きに出ていた人材が退職し市内

に滞在する時間が増えるなどの影響により、市民が身近な地区において多様で充実し

た時間を過ごし活動することに対する関心が高まっている。 

また、町田市においては１９６０年代以降の急激な都市化を経て、これまで造りあ

げてきた都市を、今後は丁寧に維持・更新していくことも求められている。 

こうした中で市民の街づくりへの意識も、地区内における建築物への規制などを通

じて空間形成を図ることから、身近にある地域資源を上手に活用し如何に楽しく豊か

に暮らしていくか、言わば「空間の使い方や暮らし方そのものを描く」ことへと変化



 

している。 

こうした市民の街づくりへの意識の変化とともに、これまでにない創意あふれる多

様な地域活動が顕在化するなかで、市民が身近な地区をより良くしようとする街づく

りへの意欲を支えていく必要が生じている。 

こうした発展的な街づくりの変化に的確に対応するとともに、市民、事業者及び行

政が協働の視点を持ち身近な街づくりを進めながら、地域社会の活性化に寄与し、住

みよい街を次の世代に引き継ぐための基本的なよりどころとして、この条例を制定す

る。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、まちだ未来づくりビジョン２０４０（○○○○年○月町田市議

会議決。以下「未来づくりビジョン」という。）に基づき、町田市都市づくりのマ

スタープラン（○○○○年○月策定。以下「都市づくりのマスタープラン」という。）

の実現を図るため、市民、事業者及び町田市（以下「市」という。）それぞれの役

割及び責務を明らかにするとともに、街づくりの推進に関する必要な事項を定め、

もって地区の特性を活かした個性ある街づくりを推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 市民及び事業者は、健康で文化的かつ個性ある地域生活を享受するため、自

らに関係する地区の街づくりに関与する権利とともに責務を有する。 

２ 町田市内（以下「市内」という。）における地区の特性を活かした個性ある街づ

くりの実現は、市民、事業者及び市の相互信頼、理解及び協力のもと、三者の創意

工夫による取組によって行う。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）建築行為等 建築物その他の工作物に係る新築、増築、改築及び外観の変更を



 

いう。 

（２）開発行為等 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で

行う土地の区画形質の変更をいう。 

（３）開発等 建築行為等、開発行為等及び第２６条第５項に基づく協議結果確認書

の交付を受けた土地を利用する行為をいう。 

（４）事業者 開発等に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら

その工事をする者をいう。 

（５）地区住民等 身近な区域に居住する者及び土地又は建物に権利を有する者をい

う。 

（６）街づくり活動 環境保全又は市街地整備を含み、地域資源を活用した地区の魅

力を高める活動や取組みをいう。 

（７）街づくりプロジェクト 街づくり活動のうち、第８条に基づき市長が認定した

活動をいう。 

（８）大規模土地 一体的に利用できる連続した土地であって、その面積の合計が５，

０００平方メートル以上の土地をいう。 

（９）大規模土地取引 大規模土地の全部又は一部に関する所有権、地上権若しくは

借地権又はこれらの権利の取得を目的にする権利の移転又は設定を行う契約をい

う。 

（１０）関係団体等 開発等が行われる区域を包括する町内会、自治会その他これに

類する団体であって、市に届出等がされているものをいう。 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例に基づいて実施する街づくりに関し、市民が参加する条件を

整備し、市民の主体的な街づくりの推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

２ 市は、街づくりに係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、地区の状況、街

づくりに係る施策の実施状況その他街づくりに関する情報の収集、調査及び研究を



 

行うとともに、市民に対する積極的な情報提供に努めるものとする。 

３ 市は、この条例に基づいて実施する街づくりに関し、市民及び事業者の意識を高

めるために必要な措置を講じ、理解及び協力を促すよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、自らの創意工夫及び市民相互の協力によって主体的な街づくりを推

進し、実現するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市長がこの条例に基づいて実施する施策及び市民主体の街づくり推進活

動に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、その事業活動が地域

社会に密接な影響を与えることに配慮し、市民主体の街づくり推進活動に対し、積

極的に寄与するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市長がこの条例に基づいて実施する施策及び市民主体の街づくり推進

活動に協力するよう努めなければならない。 

第２章 街づくりプロジェクトの推進 

（街づくりプロジェクトの認定申請） 

第７条 街づくり活動を行うものは、市長に対して街づくり活動を街づくりプロジェ

クトとして認定するよう市長に対して申請することができる。 

（街づくりプロジェクトの認定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請について、街づくり活動のうち、第２項又は

第３項で示す要件を満たすものを街づくりプロジェクトとして認定することがで

きる。 

２ 次に掲げる要件すべてを満たすものは、一般型の街づくりプロジェクトとして認

定する。 

（１）市民等や団体等が中心となり、複数人で行う活動であること 

（２）活動内容が、実効性及び継続性のある活動であること 



 

（３）活動が公開されていること 

（４）規則第４条に定める活動でないこと 

３ 次に掲げる要件を満たすものは、街並み形成型の街づくりプロジェクトとして認

定する。 

（１）活動の範囲が、第１４条に定めるまちビジョンの策定されている区域内である

こと 

（２）街並み形成等を主体的に実施する地区住民等が中心となり複数人で行う活動で

あること 

（３）活動内容が実効性及び継続性のある活動であること 

（４）活動が地区に公開されていること 

（５）規則第４条に定める活動でないこと 

４ 市長は、街づくりプロジェクトを認定したときは、申請した代表者に通知しなけ

ればならない。 

（街づくりプロジェクトの推進） 

第９条 市長は、街づくりプロジェクトを推進するため、必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

（街づくりプロジェクトの成果報告及び次年度活動計画の提出） 

第１０条 第８条の認定を受けた街づくりプロジェクトの代表者は、年度ごとの成果

報告及び次年度の活動計画を市長へ提出しなければならない。 

（街づくりプロジェクトの認定の有効期間） 

第１１条 市長は、街づくりプロジェクトの認定について、有効期間を定める。 

（街づくりプロジェクトの変更） 

第１２条 街づくりプロジェクトの代表者は、認定された内容を変更するときは、市

長に対して変更の申請をしなければならない。 

（街づくりプロジェクトの認定の取消し） 

第１３条 市長は、次の各号に掲げる事項に該当し、第３９条に規定する町田市街づ



 

くり審査会の意見を聴いた上で、必要と認めたときは、街づくりプロジェクトの認

定を取消すことができる。 

（１）街づくりプロジェクトの代表者から申し出があったとき 

（２）街づくりプロジェクトの目的が達成され、活動を終了したとき 

（３）街づくりプロジェクトの内容が、都市づくりのマスタープラン等の市の計画に

そぐわなくなったとき 

（４）第４１条に基づく勧告を行ってもなお活動が行われないとき 

（５）前各号のほか、市長が必要と認めたとき 

２ 市長は、街づくりプロジェクトの認定を取消したときは、街づくりプロジェクト

の代表者に通知しなければならない。 

第３章 まちビジョン 

（まちビジョン） 

第１４条 市長は、地区住民等及び団体等が主体となった活動に基づいて描かれた地

区の街づくりに関する目標や方針等（以下「まちビジョン」という。）を策定する

ことができる。 

２ まちビジョンの作成にあたっては、地区内の連携の醸成及び街づくり活動の創出、

発展、及び継続を目指すものとする。 

３ まちビジョンは、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）まちビジョンの名称、位置及び区域 

（２）まちビジョンの目標 

（３）まちビジョンの方針 

（４）まちビジョンの検証・見直しの考え方 

（５）前各号に掲げるもののほか、地区の街づくりに関し必要な事項 

４ まちビジョンの策定に際しては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）市民等が主体的に行う街づくりという観点で作成されていること 

（２）区域が地形・土地利用の状況やコミュニティの単位、地区で実施されている活



 

動の区域等を踏まえて設定されていること 

（３）区域が他のまちビジョンと重ならないこと 

（４）地区の魅力を向上させることを前提とした内容であること 

（５）未来づくりビジョン、都市づくりのマスタープラン等の市の計画に整合してい

ること 

（６）第１５条第２項に定めるものから理解を得ていること 

（７）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当していること 

（まちビジョン案の検討） 

第１５条 まちビジョンの案（以下「まちビジョン案」という。）を作成しようとす

る地区住民等及び団体等により開催される街づくり交流会等において、市と協力し

てまちビジョンを検討することとする。 

２ まちビジョン案の検討は、次に掲げるものにより行う。 

（１）まちビジョンを作成しようとする区域の地区住民等 

（２）まちビジョンを作成しようとする区域において活動する非営利活動団体、公益

法人及び企業等 

（３）まちビジョンを作成しようとする区域において街づくり活動を実施する団体 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの 

３ まちビジョン案の作成にあたっては、まちビジョンを検討する団体及び市は、当

該地区の住民等に対して説明会を開催するなどの手続きを経て、理解を得るよう努

めるものとする。 

（まちビジョン案の縦覧等） 

第１６条 市長は、まちビジョンを策定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる

事項を告示し、当該地区のまちビジョン案を当該告示の日の翌日から起算して２週

間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（１）まちビジョン案の名称、位置、区域及び内容 

（２）縦覧場所 



 

２ まちビジョンを作成しようとする区域内の地区住民等及び団体等は、第１項の規

定により縦覧に供されたまちビジョン案について意見があるときは、縦覧期間満了

の日までに、意見書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、まちビジョン案が、当該区域内の地区住民等及び団体等により理解を得

ていると認めたときは、第３９条に規定する町田市街づくり審査会の意見を聴いた

上で、まちビジョンを策定するよう努めなければならない。 

（まちビジョンの策定及び実現） 

第１７条 市長は、まちビジョンを策定したときは、その旨を告示するとともに、公

衆の縦覧に供しなければならない。 

２ 市長は、まちビジョンを策定したときは、当該まちビジョンを検討した団体へ通

知しなければならない。 

３ まちビジョンは、第１項の規定による告示があった日からその効力を生ずるもの

とする。 

４ まちビジョンを策定した区域内の地区住民等及び区域内で活動している団体等

は、まちビジョンの実現に向けた体制を整え主体的な街づくりを推進するととも

に、まちビジョンの更新を図りながら継続的な街づくりに努めなければならない。 

５ 市長は、街づくりに関する施策の策定及び実施にあたっては、まちビジョンに配

慮するよう努めなければならない。 

６ 事業者は、まちビジョンの実現に向けて、街づくりに協力するよう努めなければ

ならない。 

（まちビジョンの変更又は廃止の場合の準用） 

第１８条 第１４条、第１５条、第１６条、第１７条の規定は、まちビジョンの変更

（第１６条の規定は、軽易な変更の場合を除く。）又は廃止の場合に準用する。 

（都市計画法、建築基準法等による制度等を活用した街づくりの推進） 

第１９条 地区住民等が、策定されたまちビジョンに基づき、当該区域の全部または

一部の整備、維持保全に関する基準の作成等を目指す取り組みを行う場合は、第８



 

条第３項で規定する街並み形成型の街づくりプロジェクトの認定を受けたうえで、

地区計画、建築協定その他街づくりに関する都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等による制度等の活用に努めるも

のとする。 

第４章 街づくり活動の支援 

（街づくり活動への支援） 

第２０条 市長は、街づくり活動を行う者に対し、企画作成、仲間づくり及び関係す

る活動団体等との調整に係る支援を行うことができる。 

（街づくりプロジェクトへの支援） 

第２１条 市長は、地区の特性を活かした個性ある街づくりを実現するために必要が

あると認めたときは、街づくりプロジェクトの代表者からの求めに応じて、街づく

りプロジェクトに対する支援を行うことができる。 

２ 前項の支援の内容は、規則で定める。 

（まちビジョン案作成及び運用への支援） 

第２２条 市長は、まちビジョン策定に係るまちビジョン案の作成及びまちビジョン

の運用について、必要な支援を講じることができる。 

２ 前項の支援の内容は、規則で定める。 

（街づくりアドバイザー） 

第２３条 市長は、市内における街づくりの推進に資するため、街づくりに関する専

門知識及び経験を有する者を街づくりアドバイザーとして登録することができる。 

２ 街づくりアドバイザー登録者名簿への登載を希望する個人又は法人は、規則で定

めるところにより市長へ申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請をした個人又は

法人が街づくりに関する専門知識を有することその他規則で定める要件を満たす

と認めたときは、街づくりアドバイザー登録者名簿に登載するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により街づくりアドバイザー登録者名簿に登載された者が、



 

規則で定める要件を満たさなくなったときは、その者を街づくりアドバイザー登録

者名簿から削除するものとする。 

（街づくりアドバイザーの派遣） 

第２４条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、街づくりアドバイザー

を派遣することができる。 

（１）第２１条に基づく支援を行うとき 

（２）第２２条に基づく支援を行うとき 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。 

２ 市長は、前項第２号におけるアドバイザー派遣を行うときは、第３９条に規定す

る町田市街づくり審査会の意見を聴かなければならない。 

第５章 早期周知による街づくり 

第１節 大規模土地取引段階における街づくり 

 （大規模土地取引の届出） 

第２５条 大規模土地取引の売主となろうとする者は、当該土地を譲り渡そうとする

ときは、当該土地の所在及び面積、その他必要な事項を規則に定めるところにより

市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。 

（１）相続により親族間で土地の所有を変更するとき。 

（２）都市計画法第十一条に掲げる都市計画施設又は土地収用法(昭和二十六年法律

第二百十九号)第三条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるもの

として譲り渡されるものであるとき。 

（３）都市計画法第五十二条の三第一項(第五十七条の四において準用する場合を含

む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る

市街地開発事業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が

定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであると

き、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後にお



 

ける当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるもの

であるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した

後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるもので

あるとき。 

(土地の利用に関する協議) 

第２６条 市長は、前条第１項の届出があった場合において、当該届出に係る土地の

利用に関し、市の計画に照らして協議の必要があると認める場合は、当該届出をし

た者に対して協議を要請することができる。 

２ 市長は、規則に定めるところにより当該届出をした者に、協議の要否を通知しな

ければならない。 

３ 前項の通知により協議が必要であると通知を受けた者は、正当な理由がなけれ

ば、当該通知に係る協議を拒んではならない。 

４ 市長は、第１項に定める協議が必要であると通知したときは、規則に定めるとこ

ろにより当該届出等をした者に、協議すべき事項等を通知するものとする。 

５ 市長は、前項における協議が整ったときは、当該届出をした者に対して当該協議

結果について協議結果確認書を交付する。 

６ 協議結果確認書の交付を受けた者は、当該確認書の合意事項を遵守するととも

に、配慮事項に努めなければならない。 

 (土地の取引の制限)  

第２７条 前条の届出をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る大規模土地取引をしてはならない。 

（１）前条第２項の協議が必要であると通知があった場合 第２５条第１項の届出が

あった日から起算して１８０日を経過する日。ただし、その期間内に協議が終了

した場合は、協議結果確認書の交付を受けた日とする。 

（２）前条第２項の協議が不要であると通知があった場合 当該通知があった時 

（３）前条第２項に規定する期間内に通知がなかった場合 前条第２項に規定する期



 

間を経過した日の翌日 

（地位の承継） 

第２８条 第２６条第５項による協議結果確認書の交付を受けた者から大規模土地を

譲り受けた者は、当該確認書について、同条第６項の地位を承継しなければならな

い。 

    第２節 開発等構想段階における街づくり 

（周辺環境と調和した街づくり） 

第２９条 事業者は、市長が策定する都市づくりに関する計画及びまちビジョンに示

された内容を尊重しなければならない。 

（早期周知による街づくりの対象及び時期） 

第３０条 事業者は、次に掲げる開発等を構想したときは、当該構想について関係住

民等に早期に周知する観点から、本節に規定する手続を行わなければならない。 

（１）１ヘクタール以上の開発行為等 

（２）延床面積が３，０００平方メートル以上の建築行為等 

（３）戸数５０戸を超える集合住宅に係る建築行為等 

（４）第２６条第５項に基づく協議結果確認書の交付を受けた土地を利用する行為 

（５）前４号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた開発等 

２ 本節に規定する手続は、規則で定める申請手続の前、かつ、当該構想が変更可能

な時期までに行わなければならない。 

（標識の設置及び届出） 

第３１条 事業者は、前条第１項各号に掲げる開発等を構想したときは、当該開発等

の概要を示した標識を、規則に定める方法により設置しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより

市長に対して標識設置及び開発等の構想について届け出なければならない。 

（説明会の開催） 

第３２条 事業者は、前条第２項の規定により届け出た当該開発等の構想について、



 

関係住民等に対して説明会を開催しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による説明会を開催しようとするときは、規則で定めると

ころにより関係住民等に周知しなければならない。ただし、この期間内に関係住

民に対して周知できないことにつき正当な理由があると市長が認めたときは、こ

の限りでない。 

３ 事業者は、前項の規定による周知を完了したときは、その旨を規則で定めるとこ

ろにより速やかに市長に報告しなければならない。 

４ 事業者は、第１項による説明会を開催したときは、説明会の開催概要等につい

て、規則で定めるところにより速やかに市長に報告しなければならない。 

（関係住民等と事業者との協議） 

第３３条 関係住民等は、事業者に対して、第３０条第１項各号に掲げる開発等につ

いて街づくりの観点から規則で定めるところにより協議を申し出ることができ

る。この場合において、関係住民等は原則として規則で定める団体として協議を

行わなければならない。 

２ 市長は、前項の申し出があったときは、当該申出があった旨を関係住民等及び事

業者に通知する。 

３ 事業者は、関係住民等から協議の申し出があったときは、当該開発等について街

づくりの観点から協議しなければならない。 

４ 関係住民等及び事業者は、当該協議を行うときは、第２条に規定する基本理念に

基づいて、街づくりの観点から相互信頼、理解及び協力のもと、創意工夫による

取組に努めなければならない。 

５ 関係住民等及び事業者は、当該協議について、第２項による通知の翌日から起算

して９０日以内に終結するよう努めるものとする。 

６ 関係住民等及び事業者は、当該協議の経過及び結果等について、規則で定めると

ころにより市長に報告しなければならない。 

（事業者と関係団体等との協議） 



 

第３４条 市長は事業者に対して、第３０条第１項各号に掲げる開発等の関係団体等

に対して街づくりの観点から協議をさせることができる。 

２ 市長は、前項の協議をさせるときは、当該協議を行う旨を規則で定めるところに

より事業者及び関係団体等に通知する。 

３ 事業者及び関係団体等は、前項に基づく通知があったときは、これに応ずるもの

とする。 

 

４ 事業者は、当該協議の経過及び結果等について、規則で定めるところにより市長

に報告しなければならない。 

（市と事業者との協議） 

第３５条 市長は、第３１条第２項に基づく届出を受けたときは、当該届出に係る開

発等に関し、行政の観点から協議の必要があると認める場合は、規則で定めると

ころにより事業者に対して協議を要請することができる。 

２ 事業者は、正当な理由なく前項による協議を拒んではならない。 

３ 事業者は、第１項の協議の記録について、規則で定めるところにより市長に提出

するものとする。 

（助言又は指導） 

第３６条 市長は、第３３条第６項の規定による報告を受け、第３４条第４項による

報告、前条第３項による記録、市長が策定する都市づくりに関する計画及びまち

ビジョンに示された内容に照らして必要と認めるときは、関係住民等及び事業者

に対して助言又は指導を行うことができる。 

２ 市長は、前項の助言又は指導をするのに当たり、必要なときは第３９条に規定す

る町田市街づくり審査会の意見を聞くことができる。 

（街づくり回答書） 

第３７条 市長は、第３３条第６項及び第３４条第４項による報告並びに第３５条第

３項による記録に基づき、当該開発等における街づくり回答書を事業者に交付す



 

る。 

２ 事業者は、街づくり回答書の合意事項を遵守するとともに、配慮事項に努めて当

該開発等を行うものとする。 

（申請の制限） 

第３８条 事業者は、街づくり回答書の交付を受けなければ、規則に定める申請手続

きをしてはならない。 

第６章 町田市街づくり審査会 

（町田市街づくり審査会） 

第３９条 街づくりの推進に資するため、町田市街づくり審査会（以下「街づくり審

査会」という。）を置く。 

２ 街づくり審査会は、市長の諮問に応じ、街づくりの総合的な推進に必要な事項に

ついて審査し、答申する。 

３ 街づくり審査会は、委員１０名以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験者３名以内 

（２）市内関係団体の代表３名以内 

（３）町田市民４名以内 

５ 街づくり審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

６ 前各項に定めるもののほか、街づくり審査会に関し必要な事項は、規則で定める。 

第７章 雑則 

（適用除外） 

第４０条 この条例の規定は、次に掲げる事業については適用しない。 

（１）災害のために応急的に行う事業 

（２）前号に掲げるもののほか、規則で定める事業 

（勧告） 

第４１条 市長は、次の各号の一に該当する者並びに活動に対し、街づくり審査会の



 

意見を聴いた上で、勧告を行うことができる。 

（１）活動が行われていない街づくりプロジェクトの代表者 

（２）不正な手段により、第３１条に規定する標識の設置及び届出を行った事業者又

はその代理人 

（３）第３６条の助言又は指導に対して適正な対応をしなかった関係住民等又は事業

者 

（４）前各号に掲げるもののほか、市に対して不利益を与えたもの 

（公表） 

第４２条 市長は、前条第２号から第４号に規定する者が勧告に従わないときは、そ

の旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当事者又は

関係人に意見を述べる機会を与えなければならない。 

（委任） 

第４３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第７条の規定により策定した地区街づくりプランの変更又は廃止につい

ては、なお従前の例による。 

３ 改正前の第７条の規定により策定した地区街づくりプランは、改正後の第８条第

３項及び第１９条において、まちビジョンと同等の取り扱いとする。 

４ 改正前の第１２条の規定により指定した街づくり推進地区内における開発等につ

いては、なお従前の例による。 

 


